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要　旨

　本稿では、わが国の多くの自治体に導入されている行政評価について、管理会計の視点から検討を行っている。行政

評価は、自治体の活動・成果を数値化し可視化するシステムであると考えられる。本稿では、まずわが国自治体におけ

る行政評価の現状について、総務省の調査を基に整理している。そして、これまで先行研究において示されてきた行政

評価の理論的側面について、業績評価を管理会計的手法ととらえ整理していく。最後にこれらを踏まえて、行政評価を

機能させるために克服すべき課題をあげ、その解決手法について考察していく。

キーワード：行政評価、業績評価、管理会計、行政経営

Abstract

This paper examines Performance Measurement in Japanese Local Governments from the viewpoint of 
management accounting. Performance Measurement is a system that digitizes and visualizes activities and results 
of local governments. In this paper, fi rstly, current status and issues of Performance Measurement are examined. 
And then, it examines the theoretical aspect of Performance Measurement that has been shown in previous 
studies. Finally, the solution method is considered to overcome the issues.
Keywords: Performance Measurement, Management Accounting, Public Management
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１．はじめに

　わが国の多くの自治体において、行財政改革を推進す

る手段として、これまで行政評価が導入されてきた。行

政評価は、自治体の活動・成果を数値化し可視化するシ

ステムであると考えられる。自治体の業績を管理し、そ

れを向上させるためには、まず前提としてその業績を何

らかの手法を用いて把握する必要がある。非営利組織で

ある自治体の特性上、自治体の業績は財務的指標だけで

表すことはできず、したがって非財務的指標を用いて把

握することが必要となる。その手法としてこれまで行政

評価に期待が寄せられてきたが、廃止する自治体数が増

加していることからもわかる 1）とおり、各自治体にお

いてその効果が実感されているとは言い難い状況にあ

る。

　本稿では、まずわが国自治体における行政評価の現状

について、総務省の調査を基に把握していく。そして、

これまで先行研究において示されてきた行政評価の理論

的側面について、業績評価を管理会計的手法ととらえ整

理していく。最後にこれらを踏まえて、行政評価を機能

させるために克服すべき課題をあげ、特に事務事業評価

に焦点を当てて検討を行っていく。

２．わが国自治体における行政評価

２－１．行政評価の導入背景

　わが国自治体において、行政評価という言葉が普及し、

実務に導入され始めたのは 1990 年代後半である。この

頃、行政評価を紹介した文献が発表され始め 2）、三重県、

静岡県、北海道を嚆矢とした取り組みが全国に広がって

いった 3）。1990 年代後半は、バブル経済の崩壊および

その後の景気悪化を受けて、わが国自治体は危機的な財

政状況に陥り、行財政改革への取り組みが急務とされて

いる時であった。この際、行財政改革理論としてわが国

に取り入れられたのが New Public Management 理論

（以下、NPM 理論）である。NPM 理論とは、1980 年

代の英国のサッチャー政権による行財政改革などに影響

を受けた一連の改革を帰納的にまとめた基礎的理論であ

るとされている。NPM 理論は取り組まれてきた実務を

帰納的に集約した理論であるため、研 究者によってその

定義が多少異なる。NPM 理論に関する代表的な研究者

である Hood（1991）は、その構成要素として、①専門

家によるマネジメントの確立、②明確な業績基準と業績

測定、③アウトプットによる統制の強調、④企画部門と

執行部門の分離、⑤競争（市場）原理の導入、⑥民間企

業の経営手法の導入、⑦資源利用における規律と倹約、

をあげている 4）。Hood（1991）の構成要素からもわか

るとおり、NPM 理論は「行政経営に民間企業的手法を

導入し、業績に着目した、効率的かつ効果的な行政を目

指す経営管理手法」と定義することができる。

　ここで注目すべき点は、「業績」を基軸とした経営管

理手法であるということである。そのためには、必然的

に業績を把握するシステムが必要であり、自治体の業績

管理システムとして非財務指標も加えた手法が広く取り

入れられてきたと考えられる。わが国自治体においても、

NPM 理論に影響を受けた行財政改革が進められる中

で、改革に必要な行政管理システムとして、いわゆる行

政評価が導入されていったということができる。

２－２．行政評価の現状

　行政評価の課題について検討していく前に、1990 年

代後半から取り組まれてきたわが国の行政評価の現状に

ついて、まず検討していく。総務省は行政評価の取り組

み状況について、全国の自治体を対象に調査を行ってお

り、その結果を公表している。ここでは、2017 年に総

務省から公表された『地方公共団体における行政評価の

取組状況等に関する調査結果』5）を基に、わが国の行政

評価の現状を把握していく。なお、自治体は広域的な行

政を担う都道府県と市区町村に大きく区分される。両者

を同等に扱うことは、その実施する事業の内容の違いか

らみて適切でないと考えられる。本稿では、市民への直

接的なサービスの担い手である基礎自治体を考察の対象

とし、都道府県は検討の対象から外し、市区町村に焦点

をあてて研究を行っていく。

　図表 1は、行政評価の導入状況についての回答をまと

めたものである。調査によると、2017 年の時点で行政

評価を導入している自治体は、1,052 自治体、その構成

比は 60.4％となっている。これに試行中および検討中を

含めると 88.3％となり、ほとんどの自治体で行政評価を

すでに導入しているか、導入に向けて何らかの動きをお

こなっていることがわかる。一方で、85 自治体（構成

比 4.9％）が過去に実施していたが廃止していることが

わかる。

　図表 2は、町村を除く、指定都市・中核市・施行時特

例市・市区の行政評価導入状況について、区分ごとの比

率を整理したものである。町村を除くと、行政評価をす

でに導入している自治体は 84.9％に上り、一定規模以上

の自治体ではほとんどの自治体が行政評価を導入してい

ることがわかる。導入予定なしと答えた自治体は、わず

か 47 自治体（5.8％）であり、行政評価はすでに一定規

模以上の自治体では導入が一般的になっているというこ

とができる。

　多くの自治体で行政評価に取り組まれていることがわ

かるが、行政評価はその対象によって大きく、政策評価・
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施策評価・事務事業評価に分類することができる。わが

国の多くの自治体の行政評価は、総合計画を中心とした

計画体系に沿ったシステムとして構築されている。総合

計画は１０年を計画期間として設定されることがほとん

どであり、その構成は、基本構想、 政策、施策、事務事

業から成る。ここで基本構想とは、民間企業におけるビ

ジョンに近いものであり、具体性をほとんどもたない。

したがって、具体性を持つ計画は、政策・施策・事務事

業であり、計画単位としてもっとも大きいのが政策、次

に施策、最も詳細なものが事務事業となる。これらは一

般的に政策体系と呼ばれる体系を有しており、政策・施

策・事務事業は、それぞれの上位（施策であれば政策、

事務事業であれば施策）と紐づけられていることが一般

的である。

　総務省の「政策評価の実施に関するガイドライン」で

は、政策（狭義）を「特定の行政課題に対応するための

基本的な方針の実現を目的とする行政活動の大きなまと

まり」、施策を「上記の「基本的な方針」に基づく具体

的な方針の実現を目的とする行政活動のまとまりであ

り、「政策（狭義）」を実現するための具体的な方策や対

策ととらえられるもの」、事務事業を「上記の「具体的

な方策や対策」を具現化するための個々の行政手段とし

ての事務及び事業であり、行政活動の基礎的な単位とな

るもの」としている 6）。ここでは、この体系に基づく評

価である政策評価・施策評価・事務事業評価のいずれを

実施しているかについて、総務省の調査に基にまとめて

いく。

　図表３が示す通り、行政評価を実施している全市町村

の 96.5％が事務事業評価を実施している。その一方で、

政策評価は、政令指定都市で 31.6％、その他の市区町村

では 25.4％しか実施していない。施策評価についても、

政令指定都市では89.5％が実施していると回答している

ものの、その他の市区町村では 59.2％とやや半数を上回

る程度である。図表３の回答結果から、わが国自治体に

おける行政評価の中心となっているのは、事務事業評価

であることがわかり、とくに政令指定都市を除く市町村

では事務事業評価のみを行っ ている自治体も少なくない

ことがわかる。

　以上の総務省の調査結果から、わが国自治体の行政評

価の現状を見ていくと、わが国自治体では行政評価の導

1  
    

 
    

 19 44 36 593 360 1052 60.4% 
 0 0 0 20 46 66 3.8% 

 0 0 0 3 10 13 0.7% 
 0 1 1 39 366 407 23.4% 

 0 0 0 12 106 118 6.8% 
 1 2 0 44 38 85 4.9% 

 20 47 37 711 926 1741 100.0% 
2017  

2   
     

 19 95.0% 44 93.6% 36 97.3% 593 83.4% 692 84.9% 

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 20 2.8% 20 2.5% 

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 0.4% 3 0.4% 

 0 0.0% 1 2.1% 1 2.7% 39 5.5% 41 5.0% 

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 12 1.7% 12 1.5% 

 1 5.0% 2 4.3% 0 0.0% 44 6.2% 47 5.8% 

 20 100% 47 100% 37 100% 711 100% 815 100% 

2017  
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入が進んでおり、特に一定規模以上の自治体では、ほと

んどの自治体で何らかの行政評価が行われていることが

わかる。また、取り組まれている行政評価の対象は事務

事業が中心であり、特に政令指定都市を除く自治体にお

いては、事務事業評価のみを行っている自治体が少なく

ないことがわかる。

３．業績管理志向と説明責任志向

　わが国自治体で広く導入されていることは総務省の調

査から明らかであるが、ここで検討すべき課題として、

行政評価がどのような目的で導入されているかというこ

とがあげられる。行政評価は一般的に、自治体の活動・

成果を数値化し可視化することを目的として行われてい

ると考えられる。この活動・成果を数値化し可視化する

ことを、貨幣的価値を利用して行えば、 まさしく「会計」

ということができる。しかしながら、非営利組織である

自治体の活動・成果は貨幣的価値のみで表すことができ

ないため、非財務的指標も用いて把握しようというのが

行政評価であると考えられる。このような視点から見る

と、行政評価は会計的手法を用いたシステムであるとい

うことができる 7）。

　ところで、会計の領域は一般的に、財務会計と管理会

計に峻別される。財務会計とは、外部の情報利用者に対

して情報を提供することを主眼とするものであるのに対

して、管理会計は、内部の情報利用者に対して情報を提

供することを主眼とするものとされている。では、会計

的手法を用いたシステムである行政評価は、財務会計的

目的を果たすもの（説明責任志向）であるのか、それと

も管理会計的目的を果たすもの（業績管理志向）である

のか。どちらを志向するものであるかによって、システ

ム自体の構成、提供すべき情報の内容・信頼性に影響を

及ぼすと考えられる 8）。

　図表 4は、総務省の調査における行政評価の公表状況

3  

2017  

4  

2017  
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についてまとめたものである。調査結果を確認する と、

政令指定都市のほとんどが行政評価の結果を公表してい

るのに対して、その他の市区町村では、政策評価で

45.9％、施策評価で 27.4％、事務事業評価で 28.1％が公

表していない（「公表なし」および「公表していたが非

公表にした」の和）としている。これに一部公表を加え

ると、政策評価で 58.2％、41.3％、51.8％となる。公表

していない理由について、57.1％の市区町村が「内部的

な評価であるため公表の必要はない」、29.3％の市区町

村が「職員の意識改革が目的であるため公表の必要はな

い」とそれぞれ回答しており、回答に占める割合の上位

2 つとなっている 9）。この調査結果から、行政評価の導

入している市区町村の中には、説明責任志向ではなく、

業績管理志向のみを理由として行政評価を導入している

市区町村があることがわかる。またこの結果から、行政

評価結果を公表していたとしても、業績管理に重点を置

いている自治体があるのではないかという可能性も考え

られる。この点を明らかにするために、行政評価を実施

している自治体が行政評価の成果としてどのようなもの

を認識しているかについて確認を行う。

　図表 5は行政評価の成果として、各自治体が認識して

いるものについての回答である。行政評価の成果として

各自治体が最も高く認識していることは、「成果の観点

で施策や事業が検討された」（政令指定都市 94.7％、そ

の他の市区町村 77.3％）、次に高いのが「職員の意識改

革に寄与した」（政令指定都市 68.4％、その他の市町村

69.1％）、以下、「事業の廃止、予算削減につながった」（政

令指定都市 68.4％、その他の市区町村 52.5％）、「個別

の事務事業の有効性が向上した」（政令指定都市 68.4％、

その他の市町村 52.5％）、「個別の事務事業の効率性が向

上した」（政令指定都市  57.9％、その他の市町村 50.5％）

と続いている。一方で「住民の関心が深まった」は政令

指定都市で 52.6％であるものの、市区町村ではわずか

20.3％となっており、「議会で行政評価が取り上げられ

るようになった」も政令指定都市で 57.9％あるものの、

市町村では 22.8％となっている。

　また、総務省が本調査の前に実施した 2014 年度の調

査では、質問項目として「行政評価導入のねらい」（導

入当初および現在）が設定されている。調査では、導入

当初、現在の両方において、「行政活動の成果向上」、「行

政運営の効率化」、「職員の意識改革」の回答が上位 3つ

を占めている 10）。

　これらから、自治体で取り組まれている行政評価が業

績管理志向のみを志向していると断定できるわけではな

い。政令指定都市をはじめとして多くの自治体で行政評

価の結果が公表されていることからもわかるとおり、説

明責任を志向している側面があることは間違いない。そ

の一方で、各自治体が認識している効果は内部管理的側

面、すなわち行政評価を業績管理志向で管理会計的アプ

ローチを用いた場合の効果を感じているということがで

きる。行政評価を必ずしも説明責任目的、業績管理目的

に峻別しなければならないわけではない。しかしながら、

これらの結果を見る限り業績管理に行政評価が効果的で

あると考えることは可能であり、行政評価を管理会計的

手法として検討する意義があることは明らかであると考

えられる。

４．行政評価と事務事業評価の課題

　ここまで総務省の調査を中心に、わが国自治体におけ

る行政評価の現状についてまとめてきた。この現状 を踏

まえて、これまで先行研究で取り上げられてきた行政評

5  

2017
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価の基本的理論、分類等を整理し、現状と比較をするこ

とによって課題を抽出させていく。そのうえで、総務省

の調査からわかるとおり、自治体の行政評価の中でもっ

とも多く取り組まれている事務事業評価に焦点を当て、

その課題について考察していく。

４－１．先行研究における行政評価の理論的整理

　前述のとおり、わが国自治体では 1990 年代後半から

行政評価が実務に取り込まれ始め、同時期および 2000

年代初めから、会計学、行政学、公共政策の分野などで

行政評価に対する研究が行われてきた。ここでは行政評

価を検討したいくつかの先行研究から、わが国において

行政評価がどのように理論的に整理されてきたかについ

て検討していく。

　高寄（1999）では、行政評価とはどういうシステムで

あり、どのような効果をもっているかについて、以下の

４点をあげている 11）。

①　行政評価は、行政活動の効果を“数値化”してい

く評価システムである

②　行政評価には、「政策・施策・事務事業」の３つ

のレベルの評価がある

③　行政評価は「選別・執行・成果」指標による３つ

の評価方式に分類できる

④　行政評価は事前・現状・事後評価と、時系列的に

は３つの時点で行われる

　高寄（1999）では、選別・執行・成果という表現を使

用しているが、これを「Plan-Do-See」の循環システム

であると位置づけている 12）。一般的に経営学で用いら

れる表現に言い換えると、計画・執行・評価となるであ

ろう。高寄（1999）の指摘から、行政評価は、政策・施

策・事務事業のレベルにおいて、経営管理に役立つ情報

を数値化し、事前・期中・事後において評価する経営管

理システムととらえることができる。

　松尾（2009）では、行政評価を「計画（政策－施策―

事務事業）志向の業績管理システム」と位置づけ、次の

要件を備えるものを行政評価としている 13）。

①　行政評価は、自治体が行う活動の評価において、

政策（policy）、施策（program）、事務事業（project）
といった計画体系に焦点を当てようとするものであ

る

②　行政評価においては、統一的な手法によって目標

と実績が測定される

③　行政評価における業績測定には、インプットとし

てのコストだけでなく、成果志向の業績管理指標が

含まれる

④　行政評価においては、PDCA サイクルが重視さ

れ、その情報は予算、計画、業務活動などの組織内

の経営管理目的にフィードバックされることが志向

されている

⑤　評価情報は外部（とくに住民に対し）報告される

ものである。また、事務事業や施策ごとに予算や決

算に関連した会計数値が示される場合は、アカウン

タビリティ（会計責任）の明示化に関連したものに

なる

　松尾（2009）では、政策・施策・事務事業といった計

画体系に基づいた業績管理手法として行政評価がとらえ

られていることがわかる。松尾（2009）が指摘するよう

に、わが国自治体の行政評価は、自治体が定める長期計

画である総合計画 14）を評価の基礎とし、その管理・推

進ツールとして活用されてきた特徴がある。したがって、

多くの自治体において、総合計画の計画体系に基づく、

政策・施策・事務事業といった単位で業績測定が行われ

てきた。また、「組織内の経営管理目的にフィードバッ

クされることが志向されている」とあるように、行政評

価は業績マネジメントシステムとして、導入・活用され

てきたと考えられる。この背景として、わが国自治体の

行政評価の導入が NPM 理論と深い関連性をもつことが

あげられる。前述のとおり、わが国における行政評価は

財政状況が悪化する中で、行政活動の効率性と有効性の

向上が求められる中で、その解決理論として適用されて

きた NPM 理論の一つのツールとして導入されてきた経

緯があり、必然的に説明責任志向よりも業績管理志向の

強いシステムとして活用されてきたと考えられる。しか

しながら、松尾（2009）は住民への報告手段としての行

政評価についてもその要件に含めており、外部への情報

提供方法としての行政評価の役割を否定していない点に

注目する必要もある。

　その他の行政評価に関する先行研究においては、例え

ば、石原（2004）は、行政評価を役所が関与している行

政サービス全般についての優先順位や劣後順位を明確に

することできるものとし、選択と集中を行うための有用

なツールとして、特に事務事業の見直しに活用できるも

のと指摘している 15）。また、兼村（2004）では、「実務

上で行政サービスについてその経済性、効率性ないし有

効性を一定の基準に照らして客観的に評価づけるもの」

としている 16）。

　これら先行研究からわが国自治体の行政評価の基本的

理論についてまとめると、行政評価は、①計画体系に沿っ

た行政運営を行うための業績管理システムであり、②政

策、施策、事務事業の３段階において業績を数値化する

ことにより把握し、③経営管理に役立つシステムという

考えがやや強く、管理会計的システムとしての機能に比

重がおかれたもの、と整理することができる。
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４－２．行政評価の分類

　２－２で取り上げた総務省の調査の質問内容からもわ

かるとおり、わが国自治体では、政策を対象とした行政

評価を「政策評価」、施策を対象とした行政評価を「施

策評価」、事務事業を対象とした行政評価を「事務事業

評価」と区分して実施されている。この中でほとんどの

自治体で実施されているのが事務事業評価であり、施策

評価は約半分、政策評価は 4分の 1程度の自治体でしか

実施されていない。すなわち、わが国自治体の行政評価

は、行政活動の基礎的な単位を対象として実施されてい

るということができる。

　では、この事務事業という言葉で表される行政活動の

基礎的な単位とはどのような単位であるか。これに関し

ては、明確な基準があるわけではなく、現実的には自治

体によって一定の差がある。とはいえ、概ね共通した認

識はあり、事務事業は各自治体に共通した言葉として使

われている。一般的には業務体系の最小単位として認識

されており、何らかの目的をもつ業務の最も小さいもの

と考えられている。すなわち、目標や目的を示すことが

できる最小の単位であり、その単位において予算を設定

することが可能であり、業務量やサービス提供量を把握

することができるものということができる 17）。

　ここで重要なことは、このような最小単位である事務

事業評価が行政評価の中心になっていることの意味につ

いてである。事務事業は、自治体にとって業績を管理す

るための単位としては適切であっても、成果を公表する

ための単位として適切であるとは考えにくい。成果を公

表する単位としてはあまりにも小さすぎる面があり、詳

細情報として活用することが可能であったとしても、組

織全体の評価を行うにはあまりにも情報量が多く、利用

者にとって有用で目的適合的な一般情報であるとはいえ

ないのである。つまり、外部利用者のための情報を志向

するのであれば、政策評価および施策評価が情報提供手

段として第一に提供され、その詳細な情報として必要な

情報を事務事業評価から得るために提供されるはずであ

ると考えられるのである。したがって、事務事業評価が

中心となっているわが国自治体の行政評価は、内部管理

目的で使用に比重が置かれており、業績管理システムと

して経営管理に役立たせるためのシステムとして多くの

自治体で活用されていると考えらえる。

４－３．事務事業評価と行政評価の課題

　ここまで述べてきた通り、わが国自治体の行政評価は、

総合計画に基づく業績管理システムとして、事務事業評

価を中心に実施されている。本節では、この事務事業評

価を中心とする行政評価の課題について検討していく。

　宮本（2004）では、行政評価による統制の重要な前提

として、「予算編成へのフィードバック」を指摘し、事

務事業評価の課題について、以下の２点が指摘してい

る 18）。

①　行政評価システムで評価される「事業」と予算編

成単位の「事業」とが一致しないこと

②　「施策」（「事業」の体系上位）の評価を予算編成

にフィードバックしにくいこと

　まず①の課題について検討していきたい。わが国自治

体の行政評価はこれまで指摘しきたとおり、総合計画に

基づく政策体系の構成要素である事務事業を対象として

行われてきた。一方で、自治体ではこの事務事業以外に、

予算体系において事業という言葉を使用する（ここでは

予算体系における事業を以下「予算事業」とする）。自

治体の予算は、地方自治法第二百十六条によって款・項

に区分することが求められ、地方自治法施行令、地方自

治法施行規則によって、目・節に区分される。この法令

による予算区分とは別に、各自治体では予算の管理単位

として「事業（予算事業）」を用いる「事業別予算」19）

を導入することが多い。この事業別予算は、予算の管理・

執行を円滑にすることを目的として用いられており、予

算査定などでも活用されるほか、国等からの補助金事業

を管理するためなどにも利用されてきた。すなわち、各

自治体において、予算の策定と執行・管理というもっと

も重要な機能の中心的役割を果たすシステムとなってい

る。ここで宮本（2004）が指摘する通り大きな課題とな

るのが、予算事業は総合計画に基づいて設定されたもの

ではなく、予算管理のために設定されてきたものである

ため、予算事業と事務事業が一致していない自治体がい

まだ多くあるということである 20）。両者が一致してい

る自治体もあるが 21）、行政評価の導入にあたって、過

去から利用されてきた予算事業を変えることができず、

予算は予算事業、行政評価は総合計画に基づく事務事業

としている自治体は未だ多く存在している状態にある。

このような状態にある自治体では、業績管理単位である

事務事業に予算をダイレクトに紐づけることができない

という問題が発生する。したがって、宮本（2004）が指

摘するように、予算編成へのフィードバックという重要

な機能に支障をきたすと考えられる。

　この点について、管理会計的視点からさらに考察を加

えると、そもそも自治体における予算のあり方に関する

課題を見いだせることができる。予算とは、計画体系に

基づく目標を達成するための資源の具体的な割り当てと

考えられる。予算とは、計画体系の中でもっとも具体的

かつ短期的な行動指針と考えると、その予算が長期計画

である総合計画と直接結びつかず、業績評価システムで

ある行政評価と結びつかないことは、経営管理における

サイクルを確立できていないということができる 22）。
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　次に②の課題についてであるが、宮本（2004）は、「か

りに行政評価システムの「事業」の評価を予算編成の「事

業」へとフィードバックできたとしても、当該システム

において「事業」の体系上位に位置する「政策」・「施策」

の評価については、予算編成にフィードバックしにくい」

ことを指摘し、「予算の管理が「事業」単位であるため、

行政評価システムにおける「事業」の評価を反映するこ

とでフィードバックが完結し、「政策」および「施策」

の評価結果が予算編成に反映されにくいことが問題にな

る」と示している 23）。宮本（2004）では、予算フィー

ドバックに焦点をあてて課題を示しているが、事務事業

評価と政策・施策の因果関係に関する課題は予算フィー

ドバックに限らず業績測定面においても、これまで指摘

がされている。例えば、石原（2004）では「事務事業評

価は本来、さらに上位の目的である基本事業や施策の目

的を実現する手段であり、基本事業や施策の視点から事

務事業の有効性（貢献度）を評価して改善改革の糸口を

見出すことが重要である。ところが、多くの自治体でこ

れまで導入されてきた事務事業評価は、上位の基本事業

や施策の責任者からの評価ではなく、当該事務事業の実

務責任者が必要性・有効性・達成度などの評価を行うに

とどまっている」と指摘している 24）。また、INPM 行
政評価研究会（2005）では「事務事業は本来、事務事業

レベルの経済性、効率性、達成度、有効性に加えて、上

位の目的である基本事業や施策のもつ目的を実現する寄

与率を斟酌して、基本事業や施策の視点から改善改革の

糸口を見出すためのツールである。この観点からすると、

多くの自治体で導入されている事務事業評価は、こうし

た上位の基本事業や施策の視点からの評価ではなく、事

務事業そのもの有効性の評価にとどまっている場合が多

い」25）と指摘しており、また上山（2002）は「現に多

くの自治体の事務事業評価は、現場の効率改善やコスト

カットに片寄りがちで、経営戦略の視点が欠如してい

る」26）と指摘している。

　政策・施策・事務事業の計画体系における関係は、「政

策目的を達成する手段が施策であり、施策目的を達成す

るための手段が事務事業である」27）と整理できる。石

原（2004）らが指摘するように、事務事業評価を組織全

体の業績管理システムとして機能させるためには、事務

事業が上位計画である施策、政策に対してどのように貢

献したかを明らかにしなければならない。しかしながら、

以前から指摘されているように、この貢献度を把握する

ことができていないため、事務事業の効率性の向上に寄

与しても、組織全体のマネジメントに貢献できていない

ということができるのである。

　この理由について、実務的な導入背景・経緯的側面か

ら見ると、当初の導入目的が財政難における行政活動の

効率化を目指したものであったことが一因であることは

指摘できる。当初から組織全体のマネジメントに貢献す

ることよりも、個々の事務事業の廃止や効率化による行

政活動のスリム化を優先してシステムが構築されたた

め、現在においてもこのような影響が出ていると考えら

れる。

　理論的側面からの理由として、行政評価の理論的基礎

として国内外で指示されているプロダクション・モデル

を事務事業評価に当てはめていることが考えられる 28）。

プロダクション・モデルとは、行政活動を、インプット

（投入）→活動（プロセス）→アウトプット→アウトカ

ムのフローでとらえるモデルである。インプットは資源

（ヒト・モノ・カネ）を指し、プロセスを行政活動とと

らえる。行政活動の結果がアウトプットであり、これは

具体的に生産される行政サービスなどを指す。ここでア

ウトカムとは、行政活動の結果としてとらえられる社会

的変化や市民の満足度などと定義される。この理論はわ

が国行政評価でも一般的に利用されており、多くの自治

体の事務事業評価においても、アウトプット指標、アウ

トカム指標が設定されている。しかしながら、前述のと

おり事務事業は自治体の行政活動の最小単位であり、こ

の単位でアウトカム指標を設定することの理論的・現実

的意義について、大きな検討が必要であると考えられる。

すなわち、自治体の最小単位である事務事業が、社会的

変化や市民の満足度といった効果を単独で発揮できるこ

とができるのかということである。前述のとおり、政策

体系は、「政策の手段として施策があり、施策の手段と

して事務事業がある」と整理されている。この整理に基

づけば、事務事業は、施策にどれだけ貢献したかが成果

であると捉えられる。すなわち、事務事業単体で成果を

あげることをただ求められているわけではなく、施策へ

の貢献が業績把握において重要といえるのである。この

ような考えに基づくと、事務事業を施策の要素としてと

らえ、事務事業単独でアウトカムを把握するのではなく、

事務事業のアウトプットが総体として、施策のアウトカ

ムを生み出すと考える方が、正しい自治体の業績把握に

つながるということも考えられる。つまり、事務事業に

おいてアウトカムまで把握しようとするモデルが、結果

的に施策への貢献という視点を弱めるものとなっている

のではないかと考えられるのである。しかしながら、理

論的にこれを表すモデルや実例まで明確にできているわ

けではなく、これを実証するにはさらなる検討が必要で

あると認識している。

５．おわりに

　本稿では、わが国自治体の行政評価の現状を把握した
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うえで、とくに行政評価の管理会計的役割に焦点を当て、

その課題を明らかにしている。特に、わが国行政評価の

中心である事務事業評価の課題について取り上げ、組織

全体の業績マネジメントとして機能しない要因について

検討を行った。

　本稿では行政評価の課題について一定の指摘をするこ

とができたが、しかしながらその解決策について明確に

示すことはできていない。これらを解決するためには、

行政評価を単体でとらえるのではなく、その他の管理会

計アプローチも含めた包括的な業績マネジメントシステ

ムを検討する必要があると考えている。本稿では、その

ような包括的な業績マネジメントシステムを検討する前

段階として、行政評価を管理会計的アプローチで分析す

るという点において、一定の貢献ができたと考えている。

　なお、本研究は、文部科学省・日本学術振興会 : 科学

研究費（若手研究）「自治体における新たな業績マネジ

メントシステム―統合報告と行政評価の融合－」、およ

び、文部科学省・日本学術振興会 : 科学研究費（学術研

究助成基金助成金・国際共同研究加速基金（国際共同研

究強化（B）））「英国政府の公監査政策と公検査政策の

成果と課題－わが国自治体の財政民主主義への示唆」（研

究代表者：石原俊彦）の助成を受けたものであることを

申し添える。
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